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空き家について
学ぼう

●空き家とは？
　空き家とは、「使用していない家」のこと。
　人の出入りの有無、電気、ガス、水道の使用状況や物件の登記、住民票の
確認、管理状況、利用実績などで空き家かどうか判断されます。

●空き家になるとどうなるの？
　空き家は放置しておくと大変なことになります！

ゴミの不法投棄

景観を損なう

放火や不審者の
侵入

動物のすみつきや
害虫の発生

隣地や道路への
草木の越境

傷んだ瓦や外壁
の落下や飛散

外壁、ブロック塀などの
破損により隣家や通行者
の通行の妨げ
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●空き家は身近な問題
　放置しておくと一気に劣化がすすみます。
　そうなる前に、家のことを家族みんなで考えてみましょう！

●空き家にかかる費用
　空き家の所有に必要となる一般的な費用の例

固定資産税・都市計画税（市町村税）

固定資産税 都市計画税

対象とな
る 資 産

固定資産
（土地、家屋、償却資産）

原則として、都市計画区域の
うち、市街化区域内の土地、
家屋（現在、徳島市のみ）

納める人
毎年、１月１日に対象となる
資産の所有者として固定資産
課税台帳に登録されている方

毎年、１月１日に対象となる
資産の所有者として固定資産
課税台帳に登録されている方

金 額 評価額を基に算定
（税率 1.4％）

評価額を基に算定
（税率（徳島市）0.275%）

� 出典：「不動産と税金 2024」（徳島県）

相続税（国税）
　亡くなった人（被相続人）が所有していた財産（土地や家屋など）を、相
続や遺贈によって、財産を取得した人（相続人）に対して、その財産の価格
を基に課される税金です。

維持管理費
　草刈り、破損箇所の修理など。
その他必要に応じて、火災保険や
光熱費、自治会費など。
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●空き家にかかる税⾦の特例
固定資産税・都市計画税の特例
　１月１日時点で住宅の敷地として利用されている土地（住宅用地）につい
てはその税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられていま
す。
　しかし、空き家の敷地については特例の適用対象外となる場合があります。

【住宅用地に対する課税標準の特例措置】
固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地
（住宅１⼾につき200㎡まで） 評価額×１／６ 評価額×１／ 3

その他の住宅用地 評価額×１／ 3 評価額× 2／ 3

� 出典：「不動産と税金 2024」（徳島県）

所得税の特例
　相続又は遺贈により取得した相続人が、被相続人が居住していた家屋や敷
地などを売った際、一定の要件を満たした場合に譲渡所得（＝売価−取得額
−経費）の金額から最高 3,000 万円まで控除する特例措置が設けられてい
ます。
　制度の概要は次のページをご覧ください。
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被相続の居住用財産（空き家）に係る
譲渡所得の特別控除の特例

制度の概要

本制度のイメージ　（注）拡充内容については、令和６年１月１日以降の譲渡から対象

相続日から起算して３年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあた
り一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から
3,000万円（家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が３人以上の場
合は2,000万円）を特別控除する。

●本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額：０円
　（500万円－（500万円×５％）－200万円－3,000万円）×20％＝０円
●本特例がない場合の所得税・個人住民税額：55万円
　（500万円－（500万円×５％）－200万円×20％＝55万円

■本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
　譲渡所得＝譲渡価額－取得費（譲渡価額×５％（※４））－譲渡費用（除却費用等）－特別控除3,000万円

（※4）取得費が不明の場合、譲渡価額の５％で計算

【具体例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合
＜前提条件＞
・昭和55年建築　・除却費200万円　・被相続人が20年間所有　・取得価額不明　・相続人は１名

（※３）家屋及びその敷
地を相続した相
続人の数が３人
以上の場合は
2,000 万円。

（※３）

空 き 家 の
譲渡所得の
3,000万円
特 別 控 除

（※１）昭和56年５月31日以前に建築された家屋に限る。ま
た、相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所
していた場合、一定要件を満たせば適用対象となる。

（※２）譲渡の日の属する年の翌年２月15
日までに実施する必要がある。

被相続人が住んでいた
家屋（※１）・敷地

現行制度（拡充後も継続）

令和５年度改正拡充内容

相続

空き家
除去

耐震改修

売買契約
引渡し

譲渡

被相続人が住んでいた
家屋（※１）・敷地

相続

空き家 除去

耐震改修

売買契約
引渡し

譲渡

（※２）

（※２）

国土交通省のホームページより引用
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